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議案第７３号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例を次のように定める。

２０１５年（平成２７年）２月１６日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例

の整備に関する条例

（藤沢市特別職職員報酬等審議会条例の一部改正）

第１条 藤沢市特別職職員報酬等審議会条例（昭和３９年藤沢市条例第５号）の一

部を次のように改正する。

第２条中「副市長」の次に「，教育長」を加える。

（藤沢市職員定数条例の一部改正）

第２条 藤沢市職員定数条例（昭和２４年藤沢市条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「教育長及び」を削る。

（藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正）

第３条 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例（昭和３１年藤沢市条例第３６

号）の一部を次のように改正する。

附則中第３項を削り，第４項を第３項とし，第５項から第７項までを１項ずつ

繰り上げる。

別表教育委員会委員の項を次のように改める。

教育委員会委員 月額 １７０，４００円

（藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正）
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第４条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３２年藤沢市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。

第１条中第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。

（３）教育長

第３条中第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。

（３）教育長 月額７６６，０００円

第７条第１項中第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。

（３）教育長 １００分の１８

附則第６項中「監査委員」を「教育長及び監査委員」に改める。

（藤沢市教育長の給与等に関する条例の廃止）

第５条 藤沢市教育長の給与等に関する条例（昭和２８年藤沢市条例第２１号）は，

廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第２条，第３条及び

第５条の改正規定は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）附則第３条に規定

する新教育長が最初に任命された日から施行する。

（経過措置）

２ 改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例により在職するものとされ

た教育長の任期中における当該教育長に係る給料の額に関する条例を市議会に提

出しようとする場合においては，この条例による改正後の藤沢市特別職職員報酬

等審議会条例の規定は適用しない。

提案理由

この条例を提出したのは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され，

教育委員会の制度等が改正されることに伴い，関係条例の規定の整備を行う必要に

よる。


